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二重峠の石畳 

～身体障害者手帳について～ 
　身体障害者に関するいろいろなサービスを受ける
ためには身体障害者手帳を持っていなければなりま
せん。この手帳は目､耳、手足、内臓などに一定程度
以上の永続する障害のある方に、知事から交付され
る手帳で、障害の程度は重い方から順に１級～６級
まで分けられています 

身体障害者手帳の交付を受けるためには 

 

～障害者の手当等について～ 
1.特別障害者手当 
　特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の
障害があるため、日常生活において、常時特別の介
護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の
方に対して手当を支給します。（認定審査あり） 
＜以下に該当される方は支給制限があります＞ 
①受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者
の前年の所得が一定金額以上であるとき（受給
資格者の所得には非課税である障害基礎年金を
含みます） 
②身体障害者更生施設等の社会福祉施設に入所し
ている方 
③病院・診療所・老人保健施設に3ヶ月を超えて入
院（入所）している方 

2. 障害児福祉手当 
　日常生活において常時介護を必要とする在宅の重
度の障害児（20歳未満）に対して手当を支給します。
（認定審査あり） 
＜以下に該当される方は支給制限があります＞ 
①受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者
の前年の所得が一定金額以上であるとき 
②肢体不自由児施設等に入所している方 
③障害を支給事由とする年金給付を受けている方 

～重度心身障害者医療費 
　　　　　　　助成制度について～ 
　重度の心身障害者（児）が保険等で医療を受け
た場合は、その一部について市が助成します。 
（対象者） 
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精
神障害者保健福祉手帳1級、福祉手当受給者 

（助成額）  
①外来の場合：医療費／月－1，020円＝助成額 
②入院の場合：医療費／月－2，040円＝助成額 
※1つの医療機関ごとに上記の負担金（1,020円・
2,040円）が必要です。 
※高額療養費・付加給付額を除きます。 
※入院時食事療養費の標準負担額など該当しな
いものもあります。 

　｢消費者生活相談室｣を毎週月曜日から金曜日（土・
日・祝日・年末年始は休み）、阿蘇市役所1階に開設
しています。開設時間は午前10時から午後3時です。 
　訪問販売、電話勧誘販売、サラ金・クレジットの
多重債務問題などの消費生活に関するトラブルをお
受けします。 
※ご相談の際は、事前にお電話ください。 阿蘇市消費生活相談室　℡22－3364

■申請先・問い合わせ先　　健康福祉課総合福祉係　TEL22－3167　　　内牧支所市民係　TEL32－1111 
　　　　　　　　　　　　　波野支所市民係　　　　TEL24－2001

　身体障害者手帳交付申請書・指定医師の診
断書・写真（たて4cm×よこ3cm）・印鑑を添
えて市役所健康福祉課または、各支所市民係
へ提出ください。（申請書、診断書は市役所
健康福祉課または、各支所市民係にあります。） 
※交付を受けた後、
住所や氏名が変わ
ったときは変更届
を、手帳を紛失・
破損したときや障
害程度が変わった
とき及び新たに別
の障害が生じたと
きは、再交付申請
が必要です。 

肥後藩参勤交代行程図 

豊後街道経路図 
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今
年
で
30
回
目
を
数
え
、
小
中
学
生
た

ち
が
元
気
よ
く
大
分
市
か
ら
熊
本
市
ま

で
の
豊
後
街
道
を
踏
破
し
ま
す
。 

　
8
月
18
日
〜
20
日
に
か
け
て
阿
蘇
市

内
を
通
過
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご

声
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

　
参
勤
交
代
と
は
、
江
戸
時
代
に
幕
府

が
日
本
を
治
め
る
た
め
、
諸
大
名
に
江

戸
と
領
国
を
1
年
お
き
に
行
き
来
さ
せ
、

そ
の
妻
子
を
江
戸
に
住
ま
わ
せ
た
制
度

の
こ
と
で
す
。
大
名
は
大
勢
の
お
供
を

連
れ
て
行
き
来
し
ま
す
の
で
、
巨
額
な

費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
藩
の

財
政
を
圧
迫
し
ま
し
た
。 

　
肥
後
藩
の
参
勤
交
代
の
メ
イ
ン
ル
ー

ト
は
、
阿
蘇
市
を
東
西
に
走
る
「
豊
後

街
道
」
で
す
。
豊
後
街
道
は
、
熊
本
〜

大
津
〜
阿
蘇
を
経
て
、
大
分
の
久
住
〜

野
津
原
〜
鶴
崎
港
に
達
し
、
距
離
は
約

1
2
2
㎞
あ
り
ま
す
。
鶴
崎
港
か
ら
は

瀬
戸
内
海
航
路
〜
東
海
道
〜
江
戸
と
な
り
、

約
1
0
2
5
㎞
で
す
。
熊
本
か
ら
江
戸

ま
で
の
日
数
は
、
早
く
て
27
日
、
悪
天

候
に
な
る
と
55
日
か
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
参
勤
交
代
で
は
人
と
物
が

行
き
交
い
、
各
地
の
文
化
・
経
済
・
情

報
の
交
流
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。 

　
豊
後
街
道
沿
い
に
は
杉
並
木
が
植
え

ら
れ
、1
里
（
約
4
㎞
）
ご
と
に
塚
の
上

に
榎
を
植
え
て
目
安
と
し
て
お
り
、
今

で
も
名
残
と
し
て
市
内
の
8
ヵ
所
（
8

〜
15
里
）
に
史
跡
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
参
勤
交
代
時
の
宿
泊
・
休
憩
施

設
と
し
て
、
阿
蘇
市
内
に
は
、
的
石
・

内
牧
・
坂
梨
・
笹
倉
に
「
御
茶
屋
」
が

あ
り
ま
し
た
。
参
勤
時
に
的
石
御
茶
屋

で
昼
食
休
憩
、
内
牧
で
宿
泊
、
坂
梨
で

昼
食
休
憩
、
笹
倉
で
は
休
憩
の
よ
う
で
す
。

特
に
的
石
御
茶
屋
跡
の
間
取
り
・
庭
園

等
は
、
当
時
の
ま
ま
の
様
式
を
残
し
て

い
ま
す
。 

　
豊
後
街
道
は
阿
蘇
へ
入
る
と
、
起
伏

が
激
し
く
火
山
灰
土
で
あ
り
、
雨
が
降

る
と
道
路
の
痛
み
が
ひ
ど
く
復
旧
に
手

間
が
掛
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

峠
で
は
石
畳
の
道
が
多
く
あ
り
、
中
で
も
、

標
高
差
約
1
9
0
m
、
距
離
2
�
の
「
二

重
峠
の
石
畳
」
は
見
事
な
も
の
で
す
。 

　
ま
た
、
滝
室
坂
は
豊
後
街
道
一
の
難

所
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

石
畳
は
、
当
時
か
ら
地
域
住
民
が
何
度

も
補
修
等
を
行
っ
て
維
持
さ
れ
て
お
り
、

年
貢
と
と
も
に
相
当
な
負
担
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
。 

　
近
年
は
、
道
路
網
の
発
達
に
よ
り
国
道
・

県
道
の
整
備
が
進
み
、
豊
後
街
道
は
機

能
を
終
え
山
林
中
に
埋
も
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
文
化
庁
の
補
助
事
業
等
に
よ

り
歴
史
の
道
と
し
て
整
備
・
復
元
し
、

現
在
は
貴
重
な
歴
史
を
伝
え
る
文
化
財

と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。 

※
「
参
勤
」
は
江
戸
で
幕
府
の
た
め
に

1
年
間
勤
め
る
こ
と
、「
交
代
」
は
勤

め
を
終
え
て
国
へ
帰
る
こ
と
で
す
。 

消費生活相談だより 
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